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○社会福祉法人 更別村社会福祉協議会  在宅高齢者見舞金支給要綱  

 

昭和６２年９月１日   

（施     行）  

 

改正  平成 9 年７月 31 日 平成 12 年７月 14 日  令和元年 8 月 26 日  

 

 （趣旨）  

第１条  この要綱は、多年にわたり更別村の発展に寄与してきた高齢者が、在宅

寝たきり等療養の状態から回復し、健全で安らかな生活の営みができ、福祉増

進が図られるようこの要綱の定めるところにより、見舞金等を支給することを

目的とする。  

 （支給対象者）  

第２条 更別村に居住し、住民基本台帳に登載されている者で、９月１日現在の

年齢が満６５歳以上の者で６ヵ月以上継続して常時臥床の状態にある者とする。 

 （支給の認定）  

第３条 前条の規定に基づき、本会理事会においてその支給認定を行うものとす  

る。  

 （支給金品）  

第４条 見舞金等の額は、予算の範囲内で支給する。  

 （支給の時期）  

第５条 見舞金の支給時期は９月上旬とし、本会の役員をして訪問見舞の上支給  

 する。  

 （会長への委任）  

第６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。  

 

   附  則  

 この要綱は、昭和６２年９月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は、平成９年７月３１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は、平成１２年７月１４日から施行する。  

附  則  

 この要綱は、令和元年８月２６日から施行する。  


